
※ 投票所施設の位置の詳細は、10 月 18 日以降に各地区の行政区長さん・行政連絡員さ

んを通じて配布するチラシ（案内図）でご確認ください。 

 

投票日当日の 投 票 所 について 
 

 南三陸町選挙管理委員会では、住宅再建などの状況に応じた投票区の再編を行いました。 

 今回の選挙から適用となりますので、お住まいの行政区（住民票を置いてあるところの行政区）

の投票区・投票所についてご確認の上、お間違えのないようご注意ください。 

投票区 投票区の区域（行政区） 投票所とする施設 

第 １ 投票区 荒町上、荒町下、西戸上、西戸下、折立上、

折立下、沖田、水戸辺、在郷上、在郷下、波

伝谷上、波伝谷下、津の宮 

戸倉公民館多目的室 

第 ２ 投票区 滝浜、藤浜、長清水、寺浜 

 

長清水地区集会所 

第 ３ 投票区 林、大久保、保呂毛、八幡町、五の一、五の

二、汐見、十の一、十の二、新井田［町営志

津川中央復興住宅及び中央団地（志津川字新

井田３４番地７から同３４番地１５８までの

区域）に限ります］、一区 

志津川小学校体育館小ホール 

第 ４ 投票区 田尻畑、中瀬町、廻館、旭ヶ丘、小森、双苗 町営志津川西復興住宅第１集会

所 

第 ５ 投票区 南町、本浜、大森第一、大森第二、天王前、

新井田［第３投票区に属する区域（町営志津

川中央復興住宅及び中央団地）を除きます］、 

沼田、天王山、袖浜 

南三陸町役場（マチドマ） 

第 ６ 投票区 平西、平東、荒西、荒東 

 

旧荒砥小学校体育館 

第 ７ 投票区 大上坊、清水、細浦、西田 

 

清水地区集会所 

第 ８ 投票区 二区、板林、三区、四区、五区、六区、七区 

 

入谷小学校体育館 

第 ９ 投票区 八区、九区、十区 

 

林際生活センター 

第１０投票区 払川、上沢、樋の口、中在、石泉 

 

活性化センターいずみ 

第１１投票区 韮の浜、寄木、伊里前上、伊里前下、館浜 歌津中学校体育館１階ミーティ

ングルーム 

第１２投票区 泊浜、馬場、中山、名足、石浜 

 

名足こども園 

第１３投票区 田の浦、港 

 

港親義会館 


